
減免適用割合

％

第1号 生活扶助受給者等 公私の扶助 100 838 26,057

第2号 失業者 100・70・50 2,268 80,093

第3号 所得減少者
所得減少率を乗じた額の

70・50・30
838 24,133

第4号 障がい者・未成年者・寡婦(夫) 70・50 39 605

災害被災者 天災等
人的被害　　　100～60
住宅家財被害100～15
(所得･被害程度による)

17 1,558

4,000 132,446

 軽自動車税

被災車両 天災等 ― 0 0

第1号
身体障がい者等専用車両
（自己所有）

100 2,090 18,261

第2号
身体障がい者等専用車両
（生計同一人所有）

100 1,392 13,470

第3号
身体障がい者等専用車両
（特殊仕様車両）

100 127 995

第4号 社会福祉法人所有車両 100 410 2,969

4,019 35,695
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 「減免実績」欄について

Ｒ３減免実績

納税
義務者数

減免額
（千円）
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※　納税義務者数は、軽自動車税については台数をカウントしている。

令和３年度減免措置一覧表（個人市民税・軽自動車税）
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 個人市民税


